
生駒市人材確保等総合支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少により人材不足が深刻

化する中、物価高騰により厳しい経営環境にある市内中小企業等を、あらゆる面

から総合的に支援し、市内における操業環境の確保と地域経済循環の促進を図る

ことを目的とし、業務委託や採用活動等により人材確保に取り組む市内中小企業

等に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、生駒市補助金等交付規

則（平成２０年１０月生駒市規則第１９号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１)中小企業等 次のいずれかに該当するもののうち、生駒市内に本社又は事業

所を有するものをいう。 

ア 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項から第４項に規定す

る中小企業者又は中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者 

イ 法人税法別表第２に規定する公益法人等（特定非営利活動法人を含む。）又

は法人税法別表第３の「協同組合等」に該当するもの。ただし、次のいずれか

に該当するものは除く。 

(ⅰ) 構成員相互の親睦、連絡及び意見交換等を主目的とするもの（同窓会、

同好会等） 

(ⅱ) 特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相

互救済等を主目的とするもの 



(ⅲ) 特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの（後援会等） 

(ⅳ) 生駒市が設立した法人 

(ⅴ) 任意団体、政治団体、宗教団体又は運営費大半を公的機関からの補

助金等に依存している法人 

ウ その他市長が特に支援が必要と認めるもの 

(２)紹介サイト 本市が中小企業等及び専門人材を紹介するために作成するウェ

ブサイトをいう。 

(３)専門人材 中小企業等の経営課題解決に資する技術、技能、資格、知識又は

経験を有し、中小企業等から業務を受託して経営課題解決を行う人材（個人事

業主及び従業員を雇用しない法人を含む。）をいう。 

(４)マッチング 中小企業等の課題解決のために、中小企業等に対して適切な

専門人材の提案と割り当てを行うことをいう。 

(５)就職支援会社等 求人広告、人材紹介、人材派遣、人材コンサルティングなど、

企業の人事活動や個人の就職・転職を支援する様々なサービスを提供する会社

をいう。 

(６)就職情報サイト 就職支援会社等が運営し、企業情報や求人情報、就職イベン

ト情報等を発信する求職者の就職活動を支援するウェブサイトをいう。 

(７)従業員 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第４条第１項に規定する被保険

者をいう。 

(８)研修会社等 新入社員研修や管理職向け研修等、様々なテーマの社員研修サ

ービスを提供する会社をいう。 

 

 （補助対象事業等） 

第３条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の内容、補助金の



交付の対象となる者（以下「対象者」という。）、補助金の交付の対象となる経費（以

下「対象経費」という。）、補助率及び補助限度額は、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては補助金

を交付しない。 

(１) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）に基づく営業の許可又は届出を要する事業を行う者 

(２) 生駒市暴力団排除条例（平成２３年３月生駒市条例第２９号）第２条第１号に

規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員 

(３) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行う者 

(４) 市税等を滞納している者 

(５) その他市長が不適当と認める事業を行う者 

３ このほか、国、都道府県、市町村（本市を含む。）、他の公的制度（厚生労働省の教

育訓練給付金を含む。）又は所属企業若しくは業界団体から、同一の経費に対して

補助金等の交付の決定を受けている場合、当該経費は補助対象としないものとする。  

 

（補助事業の期間） 

第４条 補助事業の期間は令和７年４月１日から令和８年１月３１日までとする。 

２ 前項の規定に関わらず、令和７年３月３１日以前に開始した補助事業については

交付対象としない｡ 

 

（交付の申請） 

第５条 補助金の交付を申請する対象者（以下「申請者」という。）は、対象経費から

消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）を除いた額を申請しなければな

らない。 



２ 申請者は、市長が別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を市長が別に

定める方法により提出しなければならない。ただし、第４号については育成支援補

助金の対象経費のうち資格取得を申請する場合のみ提出することとする。 

(1) 生駒市人材確保等総合支援事業補助金交付申請書（様式第１号－１又は様

式第１号－２） 

(2) 事業実施内容説明書 （様式第２号） 

(3) 補助金受給誓約書(様式第３号－１) 

(4) 補助金受給誓約書 従業員用（様式第３号－２） 

(5) 経費別明細書(様式第４号) 

(6) 本市に本社又は事業所を有することを証する書類（登記事項証明書等） 

(7) 本市の市税を滞納していないことを証する書類（納税証明請求書等） 

(8) その他市長が指定する書類 

 

（補助金の額等） 

第６条 補助金の額は、対象経費に補助率を乗じて得た額又は補助限度額のいずれ

か少ない額を限度とする。 

２ 補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付すべきものと認めるときは、生駒市人材確保等総合支援事業補助金交付決

定通知書(様式第５号)により、補助金を交付しないことを決定したときは生駒市人

材確保等総合支援事業補助金不交付決定通知書(様式第６号)により申請者に通

知するものとする。 



２ 市長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をす

るに当たり、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条

件を付することができる。 

 

(変更の申請等) 

第８条 前条の規定による通知を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、補助事業

の内容又は補助対象経費の配分の変更を必要とするときは、あらかじめ補助金交

付決定内容変更承認申請書（様式第７号）に市長が必要と認める書類を添えて市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請に対する交付の決定については、前条の規定を準

用する。 

 

(申請の取り下げ) 

第９条 交付決定者は、交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、補

助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日の翌日から

起算して１４日以内に補助金交付取り下げ申請書(様式第８号)を市長に提出しな

ければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、補助金交付の申請は取り下げら

れたものとする。 

 

(指示及び検査) 

第１０条 市長は、交付決定者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行

うことができる。 

 



（実績報告） 

第１１条 交付決定者は､令和８年２月１４日までに、次の各号に掲げる書類を市長が

定める方法により提出しなければならない。 

(1) 生駒市人材確保等総合支援事業補助金実績報告書（様式第９号－１又は様式第

９号－２） 

(2) 実績額の支出を証する書類（領収書、契約書の写し等）  

(3) その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、実績報告書等の内

容を審査し、当該補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し､補助金額確定通知書（様式第１０

号）により交付決定者に通知するものとする｡ 

2 市長は、前項の規定による審査に当たり必要があると認めるときは、必要な調査

をすることができる。 

３ 交付決定者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。 

 

（補助金の交付の請求） 

第１３条 前条の規定による通知を受けた交付決定者が補助金の交付を受けようとす

るときは、生駒市人材確保等総合支援事業補助金請求書（様式第１１号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は、交付決定者から前項の規定に基づく請求があったときは､交付決定者に

対し補助金を交付するものとする。 

 



（交付決定の取消し等） 

第１４条 市長は、第７条の通知を受けた交付決定者が次の各号のいずれかに該当

すると認めるときは、その交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を命ずることができる。 

(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。 

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命

令に違反したとき。 

(4) 前３号に定めるもののほか、補助金を交付することが不適当であると市長が認め

るとき。 

 

（財産の管理等） 

第１５条 交付決定者は、補助事業により１０万円以上の価格で取得し、又は効用が

10万円以上増加した財産（以下「取得財産」という｡)について、固定資産台帳等に

よって管理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40 年大蔵省令第

15 号）に定める期間を経過するまでの間に処分（補助の目的に反して使用し、譲

渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。以下同じ。）をする場合は事

前に市長の承認を受けなければならない。 

２ 交付決定者は、補助事業によって取得したすべての財産について、補助事業の完

了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運

用を図らなければならない。 

３ 市長の承認を受けて取得財産を処分することにより、収入があったときは、市長は

交付決定者に対し、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。 

 



（施行の細目） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年６月１０日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和８年５月３１日限り、その効力を失う。ただし、第１４条及び第１５

条の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。 

附 則 

１ この要綱は、令和７年７月４日から施行する。 



別表 

１．マッチング支援補助金 

対象者 本市に事業所を置く中小企業等 

対象経費 
中小企業等が専門人材に対し支払った業務委託経費（専門人材は本市

の紹介サイトに登録された者に限る） 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 
１対象者につき３０万円を限度とする。ただし、市長が別に定める条件に

該当する対象者の場合は１対象者につき６０万円を限度とする。 

２．採用支援補助金 

対象者 
本市に事業所を置く中小企業等。ただし、採用する人材の就業予定地

が本市内の事業所である場合に限る。 

対象経費 求人情報の掲載や人材紹介サービス利用等の採用活動に係る経費 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 
１対象者につき５０万円を限度とする。ただし、市長が別に定める条件に

該当する対象者の場合は１対象者につき１００万円を限度とする。 

３．育成支援補助金 

対象者 
本市に事業所を置く中小企業等。ただし、本市内に就業する従業員の

資格取得及び研修等に係る経費のみを対象とする。 

対象経費 

（資格取得）業務上必要な市長が別に定める資格の取得に当たり、対象

者が従業員に代わって支払った経費 

（研修等）上記(資格取得)を除き、業務上必要な技能・技術・知識等を

習得させるため対象者が従業員に対し研修等を実施した経費 

補助率 対象経費の２分の１以内 

補助限度額 
１対象者につき５０万円を限度とする。ただし、市長が別に定める条件に

該当する対象者の場合は１対象者につき１００万円を限度とする。 

 


